
⚫ 令和２年３月１日から令和３年２月２８日までの間に有効期間が満了する方に

ついて、新型コロナウイルス感染症の影響により医師の診断書等を提出すること

が困難な場合は、有効期間を１年間延長できることになりました。 

⚫ 現在お持ちの受給者証は、記載された有効期間満了後から１年間引き続き有効と

みなされますので、窓口でそのままお使いください。 

注）今回の延長により新しい受給者証は発行しません。 

 

 

 

➢ 対象者：令和２年３月１日から令和３年２月２８日までの間に受給者証の有

効期間が満了する方（診断書の添付の有無に関わらず全員が対象） 

➢ 延長期間：１年間 

※延長後の有効期間の満了日は、「令和２年３月１日時点で有効であった受給

者証」の有効期間の満了日に１年を加えた日となります。 

  （例）現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日：令和２年９月３０日 

     延長後の有効期間の満了日：令和３年９月３０日 

➢ 延長措置を受けるための診断書の取得、市町窓口への手続きは不要です。 

注）従前どおりの更新申請ができる場合は、市町窓口で申請を受け付けます。 

  診断書を取得した場合などは、従前どおりの更新申請を行ってください。 

 

 

 

➢ 受給者証の記載事項等に変更が生じた場合（平成３０年から令和元年にかけ

て所得が大きく減少した場合、受診する指定医療機関を変更したい場合など）

は、市町窓口に「変更申請」を行ってください。 

➢ 変更の手続きは、郵送等による申請が可能な場合もあります。お住まいの市町

にお問い合わせください。 

◎ご不明な点は、お住まいの市町窓口にお問い合わせください。 
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 

自立支援医療（精神通院医療）の受給者証の有効期間を

１年間延長できることになりました。 
 

有効期間延長措置の詳細 

申請事項に変更があった方について 
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